
お問い合わせ先

いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ILAC） 076-235-4540
石川県商工労働部 労働企画課 人材確保・定住政策推進室 076-225-1672

副業・兼業人材活用促進事業①

✓本業を持ちながら、勤務時間外に別の会社から仕事を請け負う個人のこと

（個人事業主、フリーランスを含む。）

✓単なるアドバイザーではなく、豊富な知識や経験を活かして実務に携わる人材

・経営戦略を見直したいが、分析ができる人材がいない         ・新規事業をマネジメントできる人材がいない 

・広報が伸び悩んでいるが相談できる人材がいない       ・DXを導入したいが、知見のある人材がいない など

✓近年の副業解禁や働き方改革の流れにより、副業・兼業人材は増加傾向

✓原則雇用ではなく、業務委託契約 （契約期間は月単位で任意に設定が可能）

✓月額報酬は自由に設定が可能 （相場は１ヶ月あたり３万円～１０万円くらい）

お問い合わせ先

副業・兼業人材について



副業・兼業人材活用促進事業②

いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ILAC） 076-235-4540
石川県商工労働部 労働企画課 人材確保・定住政策推進室 076-225-1672

R7事業概要

※実施しない
人材紹介
会社もあり

①副業・兼業人材のマッチングにかかる

   人材紹介会社への手数料

②副業・兼業人材への報酬

●いしかわ就職・定住総合サポートセン
 ター（ILAC）のコーディネーターや
 専門スタッフが企業の課題解決まで、

   伴走支援を実施

＜活用支援枠＞

県内企業100社（昨年度65社）

企業課題
ヒアリング

業務切り出し
人材像の明確化

副業・兼業
人材募集

企業との
マッチング

課題解決
までのフォロー

＜副業・兼業人材活用スキーム＞

ILACコーディネーターや専門スタッフによる伴走支援

ILACが連携する人材紹介会社

（公募中）

相談企業の業種や切り
出し業務に応じ適切な
人材紹介会社に繋ぐ

人材紹介会社への
手数料・人材への報
酬は県が一部補助

人材紹介会社の
有する人材バンク
への公募

●副業・兼業人材の活用にかかる経費を
一部補助

（R5・R6にILACの副業・兼業人材事業を活用した企業は対象外）

※左記以外で、その他必要

となる経費については企業

負担

お問い合わせ先

8０％補助（上限４５万円）

【日 時】 令和７年６月２０日（金）14時～16時

企業向けキックオフセミナー

【内 容】 補助制度・人材紹介会社のスキーム説明

【参加申し込み】
令和７年６月１６日（月）までに
右記のＱＲコードから申し込み

補助金の詳細は

県HPへ⇒



外国人労働者確保・定着支援事業➀

お問い合わせ先：石川県商工労働部 労働企画課 人材確保・定住政策推進室 076-225-1672

3年前の1.5倍

出典：石川労働局「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（各年10月末時点）

石川県の外国人労働者数の推移（在留資格別）（人）

➢ 令和６年の本県の外国人労働者数は15,092人（前年比で＋2,024人）となり、過去最高を更新。

外国人雇用事業所数も2,299所（前年比＋138所）となり、過去最高を更新。

➢ 人手不足が深刻な県内企業において、外国人労働者の重要性は今後ますます増していくものと考えており、引き続き、県内企業の外国人
労働者の確保、定着につながるよう事業を実施。

令和6年 外国人労働者(15,092人)の産業別内訳

（単位：人）



外国人労働者確保・定着支援事業②

お問い合わせ先：石川県商工労働部 労働企画課 人材確保・定住政策推進室 076-225-1672

いしかわ外国人材活用
ワンストップセンター

企業向けセミナー

外国人材に特化した
就職・転職フェア

業界団体等が行う
日本語講座への補助

外国人材に関する企業向けセミナーを複数回開催予定。

日程は決まり次第、センターのホームページに掲載。

→人事担当者向け：外国人材採用のノウハウや定着のポイントを紹介

→ 経営層向け：外国人材（高度外国人材を含む）の活用への啓発

R6.8から、外国人労働者の雇用に関する企業向け相談窓口を設置(相談料無料)。

→在留資格制度等の専門的相談：石川県行政書士会と連携して対応

→外国人材を雇用希望の相談 ：センターと連携している人材紹介会社を案内

外国人留学生や転職希望の外国人材が多数来場する就職・転職フェアに、

外国人材を雇用したい企業とともに県がブースを出展。

・    外国人就職・進学EXPO(6/26～27)→

・ インターナショナルジョブフェア東京(11/7～8)→

業界団体等が、会員企業で雇用されている外国人労働者の日本語能力向上を目的に

実施する取組にかかる費用を補助

→補助率：1/2、 補助上限額：1,000千円／団体

→補助対象経費：講師謝金、講師旅費、会場使用料、教材費等

センターのホームページ

新

新

7月頃から出展企業募集!

出展企業５社決定済

実施する業界団体を
募集中！

新
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